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金利スワップ取引清算業務における清算手数料等の見直しに係る制度要綱 
 

２０２５年１２月１１日 
株式会社日本証券クリアリング機構 

 
Ｉ．趣旨 

当社の金利スワップ取引清算業務における清算参加者の円貨建清算約定に係る清算手数料等について、清算拡大に伴う清算参加者間の清算手数料格差

の是正や、より分かりやすい料金体系実現の観点等から見直しを行うこととし、所要の制度整備を行う。 
 
Ⅱ．概要 

項 目 内 容 備 考 
１．円貨建清算約定に係る清算手

数料の見直し 
 株主清算参加者以外の清算参加者に係る新規債務負

担手数料及び債務負担済残存取引手数料について以

下のとおりとする。 
ａ 円貨建清算約定に係る新規債務負担手数料 

当該各月の属する計算年度に成立した円貨建清

算約定の累計件数に応じ、各月に成立した円貨建清

算約定ごとに、次に掲げる金額の総額 
（ａ）当該計算年度に成立した円貨建清算約定の累

計件数が２，０００件までの部分 
１件あたり６，０００円 

（ｂ）当該計算年度に成立した円貨建清算約定の累

計件数が２，０００件を超え、１０，０００件

までの部分 
１件あたり２，０００円 

（ｃ）当該計算年度に成立した円貨建清算約定の累

計件数が１０，０００件を超える部分 
１件あたり５００円 

ｂ 円貨建清算約定に係る債務負担済残存取引手数

 現行の株主清算参加者以外の清算参加者に係る新

規債務負担手数料及び債務負担済残存取引手数料

については以下のとおり。 
ａ 円貨建清算約定に係る新規債務負担手数料 

当該各月に成立した円貨建清算約定ごとに、

１件あたり８，０００円 
ｂ 円貨建清算約定に係る債務負担済残存取引手

数料 
当該各月末日の経過時点で残存する円貨建

清算約定ごとに、１件あたり７００円 
 株主清算参加者である清算参加者に係る新規債務

負担手数料及び債務負担済残存取引手数料につい

ては現行どおりとする。 
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項 目 内 容 備 考 
料 

当該各月末日の経過時点で残存する円貨建清算

約定の件数に応じ、当該残存する円貨建清算約定ご

とに、次に掲げる金額の総額 
（ａ）円貨建清算約定の件数が、８，０００件以下

の部分 
１件あたり５５０円 

（ｂ）円貨建清算約定の件数が８，０００件を超え、

４０，０００件までの部分 
１件あたり２００円 

（ｃ）円貨建清算約定の件数が４０，０００件を超

える部分 
１件あたり１３５円 

 
２．コンプレッションにより成立

する清算約定に係る清算手数料

の見直し 

 取引毎コンプレッション、クーポン・ブレンディング、

一括コンプレッション、参加者提案型コンプレッショ

ン及びＪＳＣＣ提案型コンプレッションにより新た

に成立する清算約定については、新規債務負担手数料

の算出対象外とする。 

 現在は、各種コンプレッションにより成立する清

算約定について新規債務負担手数料及び債務負担

済残存取引手数料の算出対象としているが、この

うち新規債務負担手数料について算出対象外とす

るもの。 

 見直し後も、債務負担済残存取引手数料について

は、算出の対象とする。 

 

３．取引報告手数料の廃止 

 
 取引報告手数料を廃止する。 

 

 

 現在は、各国の取引情報蓄積機関等から当社に対

して請求された利用料について、清算参加者ごと

に報告件数を用いて按分し、取引報告手数料とし

て清算参加者へ請求している。 
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項 目 内 容 備 考 
 

４．株主清算参加者の基本料及び

円貨建清算約定に係る清算手数

料に関する特則の見直し 

 株主清算参加者の基本料及び円貨建清算約定に係る

清算手数料に関する特則に定める「自己取引上限額」、

「委託取引上限額」についてそれぞれ１億１，２４０

万円、５，０００万円とする。 
 計算年度（毎年４月１日から翌年３月末日まで）の下

半期（毎年１０月１日から翌年３月末日まで）に当社

に開設された委託取引口座または清算参加者が計算

年度の下半期に株主清算参加者となった場合は、清算

手数料の上限額は次のとおりとする。 
「自己取引上限額」 ５，６２０万円 
「委託取引上限額」 ２，５００万円 
 

 現行の「自己取引上限額」及び「委託取引上限額」

については次のとおり。 
「自己取引上限額」 １億２４０万円 
「委託取引上限額」 ４，０００万円 

 現行、計算年度（毎年４月１日から翌年３月末日

まで）の下半期（毎年１０月１日から翌年３月末

日まで）に当社に開設された委託取引口座または

清算参加者が計算年度の下半期に株主清算参加者

となった場合の清算手数料の上限額は次のとお

り。 
「自己取引上限額」 ５，１２０万円 
「委託取引上限額」 ２，０００万円 

 
 
 
Ⅲ．実施時期 

２０２６年４月１日（予定）から実施する。 
 
 
 

以  上

 


